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（名称
めいしょう

） 

第１条 この規定
きてい

は、「北海道
ほっかいどう

中札内
なかさつない

高等
こうとう

養護
ようご

学校
がっこう

幕別
まくべつ

分校
ぶんこう

生徒
せいと

の懲戒
ちょうかい

等
とう

の

規定
きてい

」という。 

 

（主旨
しゅし

） 

第２条 この規定
きてい

は、学校
がっこう

教育法
きょういくほう

第 11 条、同法
どうほう

施行
しこう

規則
きそく

第 26 条及
およ

び北海道
ほっかいどう

立
りつ

特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

学則
がくそく

第 22条並
なら

びに第 23条に基
もと

づき、本校
ほんこう

生徒
せいと

としての本分
ほんぶん

に反
はん

する行為
こうい

があった場合
ばあい

に、懲戒
ちょうかい

等
とう

を行
おこな

うための規定
きてい

である。 

 

（目的
もくてき

） 

第３条 この規定
きてい

は、卒業後
そつぎょうご

、自立
じりつ

し社会
しゃかい

参加
さんか

する本校
ほんこう

生徒
せいと

が、法令
ほうれい

等
とう

と刑罰
けいばつ

等
とう

の在
あ

り方、法令
ほうれい

の遵守
じゅんしゅ

、社会
しゃかい

のルールやマナー及
およ

び公衆
こうしゅう

道徳
どうとく

等
とう

を守
まも

る

学習
がくしゅう

のために、教育的
きょういくてき

配慮
はいりょ

のもとに活用
かつよう

することを目的
もくてき

とする。 

  ２ この規定
きてい

は、自他
じ た

ともに健康
けんこう

で安全
あんぜん

な学校
がっこう

生活
せいかつ

を送ることができるよう

に、懲戒
ちょうかい

等
とう

を行
おこな

うことを目的
もくてき

とする。 

 

（懲戒
ちょうかい

等
とう

の種類
しゅるい

） 

第４条 懲戒
ちょうかい

の種類
しゅるい

は、次
つぎ

の各号
かくごう

に挙
あ

げるものとする。 

   (1) 退学
たいがく

 

   (2) 停学
ていがく

 

(3) 訓告
くんこく

 

(4) 特別
とくべつ

指導
しどう

（家庭
かてい

謹慎
きんしん

、登校
とうこう

謹慎
きんしん

） 

 

（懲戒
ちょうかい

等
とう

の対象
たいしょう

） 

第５条 懲戒
ちょうかい

等
とう

を行
おこな

う対象
たいしょう

については、次
つぎ

の各号
かくごう

に挙
あ

げるものとする。 

   (1) 触法
しょくほう

行為
こうい

（飲酒
いんしゅ

、喫煙
きつえん

、窃盗
せっとう

、無免許
むめんきょ

運転
うんてん

、JR不正
ふせい

乗車
じょうしゃ

等
とう

）があっ

た場合
ばあい

 

   (2) 暴力
ぼうりょく

行為
こうい

により傷害
しょうがい

を与
あた

えた場合
ばあい

 



   (3) 故意
こ い

に施設
しせつ

・設備
せつび

、備品
びひん

等
とう

を破
は

損
そん

させた場合
ばあい

 

   (4) 校則
こうそく

に 著
いちじる

しく違反
いはん

（暴言
ぼうげん

、器物
きぶつ

破損
はそん

、ライターなどの危険物
きけんぶつ

所持
しょじ

等
とう

）

した場合
ばあい

 

   (5) 社会
しゃかい

のルールやマナー及
およ

び公衆
こうしゅう

道徳
どうとく

等
とう

を守
まも

らなかった場合
ばあい

 

   (6) 上記
じょうき

各号
かくごう

の程度
ていど

が 著
いちじる

しいか繰
く

り返
かえ

し行
おこな

った場合
ばあい

、または、改善
かいぜん

が

みられない場合
ばあい

 

   (7) その他
た

、教育的
きょういくてき

に必要
ひつよう

と思
おも

われる場合
ばあい

 

 

（懲戒
ちょうかい

等
とう

の適用
てきよう

） 

第６条 懲戒
ちょうかい

等
とう

の適用
てきよう

に当
あ

たっては、障害
しょうがい

等
とう

の特性
とくせい

に十分
じゅうぶん

に配慮
はいりょ

をし、単
たん

に、

懲戒
ちょうかい

等
とう

の適用
てきよう

を行
おこな

うものではなく、あくまでも当該
とうがい

生徒
せいと

の教育的
きょういくてき

な

改善
かいぜん

を図
はか

るために行
おこな

うなど、十分
じゅうぶん

に教育的
きょういくてき

な配慮
はいりょ

を行
おこな

う。 

  ２ 懲戒
ちょうかい

の適用
てきよう

に当
あ

たっては、保護者
ほ ご し ゃ

及
およ

び本人
ほんにん

と十分
じゅうぶん

な話
はな

し合
あ

いを行
おこな

い、

学校
がっこう

と保護者
ほ ご し ゃ

、本人
ほんにん

との相互
そうご

の理解
りかい

を得
え

た上
うえ

で行
おこな

う。 

 

（懲戒
ちょうかい

等
とう

の決定
けってい

） 

第７条 本規定
ほんきてい

第４条第１項及
およ

び第２項に示
しめ

す懲戒
ちょうかい

等
とう

の原案
げんあん

作成
さくせい

は、生徒
せいと

指導
しどう

主事
しゅじ

を中心
ちゅうしん

に生徒
せいと

指導
しどう

会議
かいぎ

において行
おこな

い、職員
しょくいん

会議
かいぎ

に提案
ていあん

することを

原則
げんそく

とする。その場合
ばあい

、会議
かいぎ

等
とう

を臨時
りんじ

に行
おこな

うなどして、速
すみ

やかに対応
たいおう

する。 

  ２ 校長
こうちょう

は、職員
しょくいん

会議
かいぎ

の協議
きょうぎ

を経
へ

て、前項
ぜんこう

の懲戒
ちょうかい

および解除
かいじょ

の決定
けってい

を行
おこな

う。 

  ３ 申
もう

し渡
わた

しは、原則
げんそく

として保護者
ほ ご し ゃ

立
た

ち会
あ

いの下
もと

で校長
こうちょう

、生徒
せいと

指導
しどう

主事
しゅじ

が行
おこな

う。保護者
ほ ご し ゃ

への電話
でんわ

連絡
れんらく

は担任
たんにん

が行
おこな

う。 

  ４ その他
た

の事案
じあん

については、必要
ひつよう

に応
おう

じて朝
あさ

の打
う

ち合
あ

わせでの報告
ほうこく

とする。 

 

（運用
うんよう

原則
げんそく

） 

第８条 懲戒
ちょうかい

等
とう

においては、次
つぎ

の各号
かくごう

の教育的
きょういくてき

措置
そ ち

を講
こう

じるものとする。 

   (1) 教 職 員
きょうしょくいん

による説諭
せつゆ

 

   (2) 日誌
にっし

等
とう

による学習
がくしゅう

、課題
かだい

作文
さくぶん

（反省
はんせい

文
ぶん

） 

   (3) 行動
こうどう

や活動
かつどう

の規制
きせい

 

    (4) 破損
はそん

箇所
かしょ

の修繕
しゅうぜん

 



   (5) 関係者
かんけいしゃ

への謝罪
しゃざい

 

    (6) 奉仕
ほうし

活動
かつどう

 

   (7) 費用
ひよう

代償
だいしょう

 

   (8) その他
た

教育的
きょういくてき

に必要
ひつよう

と思
おも

われる措置
そ ち

 

２ 懲戒
ちょうかい

を行
おこな

うにあたり、つぎの事項
じこう

に留意
りゅうい

し教育
きょういく

効果
こうか

が十分
じゅうぶん

にあがる 

よう、弾力的
だんりょくてき

に運用
うんよう

する。 

   (1) 当該
とうがい

生徒
せいと

の実態
じったい

 

   (2) 当該
とうがい

行為
こうい

の軽重
けいちょう

 

   (3) 平素
へいそ

の性行
せいこう

および学習
がくしゅう

態度
たいど

 

   (4) 当該
とうがい

行為
こうい

が他
ほか

の生徒
せいと

に与
あた

える影響
えいきょう

 

    (5) その他
た

、特
とく

に参考
さんこう

にすべき事項
じこう

 

  ３ 懲戒
ちょうかい

処分
しょぶん

解除後
かいじょご

もその教育的
きょういくてき

効果
こうか

を持続
じぞく

させるために、個
こ

に応
おう

じた

方法
ほうほう

をもって指導
しどう

を継続
けいぞく

する。 

 

付則
ふそく

 

１ この規定
きてい

は、平成 28年４月 26日から施行
しこう

する。 

２ この規定
きてい

は、令和６年４月５日から施行
しこう

する。 

 

 

 

 

 

 


